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流
入
し
、
従
業
者
一
九
三
万
人
の
集
積
が
あ
る
。
北
村
亘
氏
が
指
摘
す
る
横
浜
市
に
は
な
い
大
阪
市
の
中
枢
性
、
昼
夜
間
人
口
比
率

一
三
一
．七
％（

（1
（

、
全
国
一
位
の
大
阪
市
の
対
策
が
今
後
の
鍵
を
握
る
。

図 4　大阪府休業支援金　市町村別の負担
出典：「休業要請支援金市町村別一覧」（大阪府商工労働部）
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保
健
行
政
の
推
移
は
後
述
す
る
が
、大
阪
市
に
は
専
門
的
、技
術
的
な
対
応
が
必
要
な
人
材
が
い
る
保
健
所
は
一
カ
所
し
か
な
い
。
二
四

の
区
ご
と
に
あ
る
の
は
、
平
時
に
母
子
、
高
齢
者
、
精
神
保
健
、
食
品
衛
生
な
ど
身
近
な
相
談
を
行
う
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
今

回
本
庁
の
保
健
所
感
染
症
対
策
課
を
中
心
に
対
応
し
た
が
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
や
相
談
業
務
の
窓
口
と
な
っ
た
保
健
所
の
業
務
が
過
重
に
な
り

対
応
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
一
〇
日
間
待
た
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
大
阪
市
の
保
健
所
で
あ
っ
た（

11
（

。
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

が
、
大
阪
市
保
健
所
の
職
員
の
三
月
段
階
の
超
過
勤
務
が
平
均
六
〇
時
間
に
達
し
て
い
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
五
月
一
八
日
保
健
所
内

に
よ
う
や
く
五
一
人
の
専
門
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
感
染
経
路
を
追
う�

、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
、
入
院
調
整
な
ど
の
分
担
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
感

染
症
対
策
課
を
一
〇
〇
人
体
制
に
増
強
し
て
い
る（

1（
（

。

高
齢
者
福
祉
の
現
場
で
は
、
介
護
施
設
や
在
宅
で
発
熱
し
た
高
齢
者
の
受
診
先
が
限
ら
れ
、
発
熱
し
た
利
用
者
の
検
診
に
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
が
防
護
服
を
着
用
し
、
検
査
結
果
が
分
か
る
の
に
二
七
時
間
を
要
し
た
。
医
療
現
場
の
物
資
不
足
は
深
刻
だ
が
、
介
護
職
員
は
防

護
服
着
用
や
フ
ェ
イ
ス
ガ
ー
ド
の
資
材
提
供
な
ど
か
ら
外
れ
て
い
る
。
施
設
の
提
携
先
の
病
院
が
院
内
感
染
を
恐
れ
、
救
急
搬
送
も
受
け

入
れ
を
拒
否
す
る
事
態
が
続
く
。
な
み
は
や
リ
ハ
ビ
リ
病
院
（
生
野
区
（
や
第
二
警
察
病
院
（
天
王
寺
区
（
で
の
院
内
感
染
な
ど
大
阪
市

内
で
も
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
た
が
、
体
制
を
強
化
し
て
き
た
保
健
所
を
四
つ
の
特
別
区
に
分
割
し
て
予
想
さ
れ
る
第
二
波
に
う
ま
く
対

応
で
き
る
の
か
？

都
島
区
の
大
阪
市
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
や
多
く
の
市
民
病
院
は
大
阪
市
民
の
財
産
で
あ
り
、
緊
急
事
態
に
は
市
長
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で

決
定
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
特
別
区
長
が
四
人
選
挙
で
選
ば
れ
そ
れ
ぞ
れ
が
中
核
市
並
み
の
権
限
を
持
つ
仕
組
み
に
変
え
れ
ば
当

然
調
整
に
時
間
が
か
か
る
。
松
井
市
長
は
、十
三
市
民
病
院
を
中
等
症
の
患
者
専
門
病
院
に
転
換
す
る
思
い
切
っ
た
措
置
を
行
な
っ
た
が
、

大
阪
市
の
一
体
性
、
市
長
の
権
限
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
き
た
決
定
で
あ
る
。

実
は
大
阪
市
に
は
、
感
染
症
対
策
の
長
い
歴
史
が
あ
る
。
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
年
（
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
を
経
て
一
八
九
五
年
に



研 究 ノ ー ト

阪経法論 83（’20. 11）　（4

市
立
桃
山
病
院
が
設
立
さ
れ
、都
島
区
の
大
阪
市
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
に
統
合
さ
れ
る
一
九
九
三
年
ま
で
感
染
症
の
拠
点
と
し
て
、一
〇
〇

年
近
い
歴
史
を
担
っ
て
き
た
。
殖
産
興
業
の
政
策
、女
工
哀
史
に
見
る
工
場
の
劣
悪
な
環
境
の
下
で
国
民
病
と
な
っ
た
結
核
に
対
し
て
も
、

息
の
長
い
対
策
が
取
ら
れ
て
き
た
。
豊
中
市
に
あ
る
刀
根
山
療
養
所
も
大
阪
市
が
一
九
一
七
年
結
核
対
策
の
た
め
に
、
我
が
国
で
初
め
て

設
置
し
た
も
の
だ（

11
（

。
同
じ
こ
ろ
一
九
一
八
年
、
今
日
あ
る
民
生
委
員
制
度
に
つ
な
が
る
方
面
委
員
制
度
が
小
学
校
区
ご
と
に
作
ら
れ
、
全

国
に
先
駆
け
た
大
阪
の
保
健
福
祉
行
政
が
始
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
〇
年
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
猛
威
を
振
る
い
な
ん
と
三
八
万
人
が
命
を
落
と
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
季

刊
『
消
防
防
災
の
科
学
』
の
中
の
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
猛
威
を
振
る
う
」
に
は
、
天
王
寺
の
一
心
寺
の
境
内
に
一
九
二
二
年
道
修
町
の
薬
剤

師
小
西
久
兵
衛
、
吉
栄
が
建
立
し
た
「
大
正
八
，
九
年
流
行
感
冒
病
死
者
の
慰
霊
碑
」
の
紹
介
が
あ
る（

11
（

。
大
阪
府
の
患
者
四
七
万
人
、
死

者
一
万
一
〇
〇
〇
人
と
な
り
、
大
阪
市
の
市
電
車
内
と
停
留
所
に
「
多
数
に
近
寄
ら
ず
、
手
洗
い
励
行
な
ど
予
防
注
意
書
を
掲
示
し
た
」

と
あ
る
。
当
時
の
新
聞
に
も
大
阪
市
内
の
学
校
、
幼
稚
園
は
一
斉
休
校（

11
（

、
死
者
が
多
発
し
、
昼
夜
問
わ
ず
火
葬
す
る
も
追
い
つ
か
な
っ
た

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

保
健
所
や
公
衆
衛
生
の
分
野
は
、
平
時
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ず
母
子
保
健
や
生
活
習
慣
病
、
精
神
保
健
福
祉
の
対
策
に
ウ
エ
イ
ト
が
お

か
れ
て
来
た
。
感
染
症
の
取
り
組
み
は
、
二
〇
〇
九
年
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
世
界
的
流
行
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
特

別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
も
の
の
人
材
育
成
や
訓
練
が
十
分
実
施
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
大
阪
都
構
想
の
案
で
は
、
大
阪
市
が
廃
止
さ

れ
る
こ
と
で
病
院
と
保
健
所
の
権
限
が
知
事
と
特
別
区
に
分
か
れ
、
し
か
も
感
染
症
対
策
課
だ
け
で
一
〇
〇
人
体
制
に
強
化
し
、
五
一
人

の
専
門
チ
ー
ム
を
増
強
し
た
保
健
所
が
ま
た
四
つ
の
区
に
分
割
さ
れ
る
。
繰
り
返
す
が
経
験
を
積
ん
だ
保
健
所
の
組
織
を
四
分
割
し
、
特

別
区
長
の
管
轄
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
が
正
し
い
の
か
？

今
回
の
緊
急
事
態
宣
言
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
大
阪
都
構
想
が
事
態
を
混
乱
さ
せ
な
い
の
か
、
今
起
こ
っ
て
い
る
問
題
か
ら
改
め
て
検
証
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す
べ
き
で
あ
る
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
特
別
措
置
法
の
論
点
―
休
業
要
請
と
補
償
は
セ
ッ
ト
か
？

今
回
の
緊
急
事
態
宣
言
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
措
法
」
と
表
記
（
と
い
う
法
律
の
第
三
二
条
に

基
づ
い
て
宣
言
が
出
さ
れ
、
外
出
自
粛
や
休
業
の
要
請
は
、
第
四
五
条
を
根
拠
に
行
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
橋
下
知

事
が
在
任
中
の
二
〇
〇
九
年
五
月
に
学
校
を
一
斉
休
校
措
置
に
よ
り
対
応
し
た
記
憶
が
蘇
る
。二
〇
〇
九
年
四
月
メ
キ
シ
コ
で�

Ａ
Ｎ
1
Ｈ

1
型
が
確
認
さ
れ
一
年
余
で
世
界
の
二
〇
〇
〇
万
人
が
感
染
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
我
が
国
で
も
入
院
一
八
，〇
〇
〇
人
を
数
え
、
死
亡

二
〇
三
人
と
な
っ
た
。
一
〇
万
人
当
た
り
の
死
者
数
〇
．一
六
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
先
人
の
知
恵
と
言
う
言
葉
が
あ
る
が
、こ
の
時
の
教

訓
を
も
と
に
二
〇
一
一
年
九
月
行
動
計
画
の
改
正
、
翌
年
二
〇
一
二
年
三
月
九
日
に
特
措
法
の
法
案
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
体

系
を
一
か
ら
議
論
し
て
い
れ
ば
今
回
の
緊
急
事
態
宣
言
や
休
業
要
請
、
事
業
者
へ
の
支
援
な
ど
の
対
策
に
は
と
て
も
間
に
合
わ
な
か
っ
た

と
感
じ
る
。
こ
の
法
律
の
意
義
と
緊
急
事
態
宣
言
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

特
措
法
は
、
国
内
外
の
発
生
を
確
認
し
た
段
階
で
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
な
ど
の
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
情
報
を
活
用
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
総
理

大
臣
に
報
告
、
国
及
び
都
道
府
県
が
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
る
。
感
染
防
止
の
要
請
か
ら
始
ま
り
病
原
性
や
重
篤
な
感
染
と
の
知
見
が
得

ら
れ
、
蔓
延
す
る
恐
れ
が
高
い
段
階
で
、
政
府
は
専
門
家
の
意
見
を
聞
い
て
緊
急
事
態
宣
言
を
行
う
。
こ
の
よ
う
な
二
段
階
の
構
造
に
な

っ
て
い
る
。
法
律
の
措
置
に
つ
い
て
も
、
初
め
は
要
請
を
行
い
特
に
必
要
性
が
高
い
場
合
に
限
り
法
的
義
務
の
あ
る
指
示
を
発
す
る
慎
重

な
手
続
き
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
欧
米
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
や
罰
金
を
伴
う
外
出
禁
止
令
と
の
違
い
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
条
の
定

義
で
は
、
指
定
公
共
機
関
に
医
療
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
の
提
供
者
、
電
気
、
ガ
ス
、
海
上
運
送
、
航
空
、
鉄
道
、
貨
物
運
送
、
電
気
通
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信
な
ど
多
く
の
民
間
事
業
者
を
対
象
に
し
て
お
り
、
国
と
知
事
か
ら
の
要
請
が
で
き
る
対
象
と
し
た
。
第
三
条
で
は
、
国
の
責
務
と
し
て

地
方
公
共
団
体
を
支
援
す
る
こ
と
と
併
せ
て
ワ
ク
チ
ン
医
薬
品
の
開
発
、
ま
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
始
め
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
国
際
協
力
も
明
記
さ
れ
て

い
る
。
中
国
の
責
任
を
追
及
し
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
脱
退
を
叫
ぶ
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
。
台
湾
に
対
し
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
総
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で
の
参
加
も

拒
む
中
国
の
偏
狭
な
対
応
が
出
て
い
る
が
、
国
際
協
力
を
謳
っ
た
条
文
は
世
界
に
誇
れ
る
内
容
で
あ
る
。
第
四
条
で
は
国
民
、
事
業
者
の

責
務
を
定
め
、
予
防
、
外
出
自
粛
、
事
業
の
縮
小
重
点
化
、
学
校
の
休
校
に
伴
う
労
働
者
の
休
暇
取
得
ま
で
も
定
め
た
。

特
に
第
五
条
に
は
基
本
的
人
権
の
項
が
お
か
れ
、
検
疫
、
医
療
の
実
施
、
外
出
自
粛
や
学
校
等
の
使
用
制
限
、
土
地
の
使
用
な
ど
に
つ

い
て
自
由
と
権
利
を
必
要
最
小
限
の
制
限
と
す
る
こ
と
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
安
倍
首
相
か
ら
憲
法
記
念
日
に
緊
急
事
態
条
項
を
憲
法
に

書
き
込
む
主
張
が
な
さ
れ
た
が
、
感
染
症
防
止
に
際
し
て
限
定
的
に
私
権
を
制
限
す
る
こ
と
と
、
議
会
の
立
法
権
を
特
定
の
人
物
に
委
ね

る
非
常
大
権
の
議
論
は
全
く
性
質
が
違
う
。
憲
法
改
正
論
議
を
混
乱
に
乗
じ
て
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

第
二
章
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
等
の
第
六
条
以
降
で
は
、
行
動
計
画
は
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
ご
と
に
策
定
す
る
。
第
三
章
発

生
時
に
お
け
る
措
置
の
第
一
五
条
以
降
で
は
政
府
対
策
本
部
は
基
本
的
対
処
方
針
を
定
め
本
部
長
の
権
限
な
ど
を
明
記
し
た
。

そ
し
て
、
第
四
章
緊
急
事
態
宣
言
の
第
三
二
条
が
緊
急
事
態
宣
言
の
根
拠
で
あ
り
、

一
、
緊
急
事
態
措
置
の
期
間
、
措
置
内
容
、
概
要

二
、
期
間
は
二
年
を
越
え
て
は
な
ら
な
い

三
、
期
間
、
区
域
の
変
更
の
際
の
国
会
報
告

四
、
延
長
は
一
年
を
越
え
て
は
な
ら
な
い

五
、
解
除
の
際
の
国
会
報
告

六
、
基
本
的
対
処
方
針
の
変
更
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な
ど
の
項
目
が
お
か
れ
国
、
知
事
、
市
町
村
長
が
そ
れ
ぞ
れ
本
部
長
と
な
り
、
要
請
と
指
示
が
行
え
る
権
限
を
定
め
て
い
る
。
知
事
が

第
二
条
で
定
め
た
指
定
公
共
機
関
に
国
を
飛
び
越
え
て
指
示
で
き
る
点
、
市
町
村
の
代
行
を
知
事
が
で
き
る
点
、
知
事
相
互
の
応
援
要
請
、

市
町
村
の
応
援
要
請
に
は
応
諾
義
務
が
あ
る
と
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
今
回
休
業
要
請
で
従
わ
な
い
業
者
へ
の
指
示
と
公
表
の
扱
い
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
第
四
五
条
が
そ
の
根
拠
で
あ
り
、

一
、
不
要
不
急
の
外
出
自
粛

二
、
施
設
の
使
用
制
限
、
催
物
の
停
止

三
、
指
示

四
、
指
示
の
公
表

な
ど
の
権
限
が
定
め
ら
れ
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
表
記
（
第
一
一
条
に
お
い
て

休
業
要
請
の
対
象
、
施
設
の
使
用
制
限
の
対
象
も
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
る�

。
東
京
都
と
西
村
担
当
大
臣
と
の
間
で
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

や
理
美
容
の
扱
い
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
施
行
令
に
は
理
髪
店
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
店
舗
面
積
が
一
，〇
〇
〇
㎡
を
超
え
る
か
否
か
も

基
準
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
様
々
な
業
態
や
施
行
令
の
見
直
し
も
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
休
業
要
請
と
指
示
の
違
い
と
し
て
、

要
請
は
「
相
手
側
に
好
意
的
な
処
置
を
期
待
す
る
」
と
解
さ
れ
、
指
示
は
「
従
う
義
務
が
生
じ
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、「
罰
則
は
な

い
」。
民
間
事
業
者
や
医
療
機
関
へ
の
要
請
が
な
さ
れ
、「
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
場
合
の
み
指
示
」
を
行
う
。
そ
し
て
、「
利
用
者
の

た
め
、
事
前
に
広
く
周
知
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
」�

と
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
お
り

罰
則
的
な
対
応
で
は
な
い
。

再
び
特
措
法
に
戻
る
と
第
四
七
条
に
は
医
療
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
製
造
販
売
な
ど
の
事
業
者
の
責
務
が
書
か
れ
、
開
業
延
長
や
安
全

確
保
、
救
急
搬
送
の
要
請
へ
の
対
応
、
ワ
ク
チ
ン
開
発
、
人
工
呼
吸
器
の
供
出
も
例
示
さ
れ
た
。
第
四
八
条
に
は
臨
時
の
医
療
施
設
と
し
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て
、
軽
症
者
治
療
用
の
ホ
テ
ル
提
供
が
実
際
呼
び
か
け
ら
れ
た
が
、
既
存
の
施
設
外
、
敷
地
外
の
テ
ン
ト
、
プ
レ
ハ
ブ
、
ホ
テ
ル
な
ど
臨

時
の
開
設
を
認
め
て
い
る
。
第
四
九
条
で
は
、
土
地
等
の
使
用
と
し
て
、
知
事
が
土
地
、
家
屋
、
物
資
の
使
用
を
契
約
行
為
で
は
な
く
行

政
上
の
処
分
と
し
て
行
い
、
施
行
令
六
二
条
の
損
失
補
償
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
第
六
九
条
に
国
等
の
負
担
の
項
が
あ
る
。
大
災
害
時
の
財
政
支
援
と
同
じ
く
、
健
康
被
害
の
救
済
費
用
、
予
防
接
種
や
埋
葬
に

関
す
る
市
町
村
の
支
出
を
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
国
が
負
担
す
る
内
容
で
あ
る
。
標
準
税
収
の
二
％
以
下
な
ら
5
／
10
、
二
％
超
え
る
場

合
8
／
10
、
四
％
を
超
え
る
場
合
9
／
10
ま
で
と
さ
れ
る
。

こ
の
法
律
の
施
行
で
の
大
き
な
論
点
が
、
第
四
五
条
の
休
業
要
請
と
補
償
は
セ
ッ
ト
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
東
京
都
小
池
知
事
が

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
に
言
及
し
、
休
業
要
請
に
踏
み
切
る
時
点
で
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
り
、
政
府
と
の
攻
防
は
一
週
間
近
く
続
い
た
。
休
業
の
損

失
補
償
は
で
き
な
い
と
す
る
政
府
と
ギ
リ
ギ
リ
の
折
衝
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
東
京
都
が
休
業
の
協
力
金
を
制
度
化
し
た
際
に
千
葉
や
神
奈
川
県
の
知
事
、
大
阪
府
吉
村
知
事
さ
え
財
政
的
に
は
無
理
、
東
京

都
の
よ
う
に
は
で
き
な
い
と
発
言
し
た
。
な
ぜ
な
ら
地
方
交
付
税
を
受
け
取
ら
ず
全
て
独
自
財
源
で
運
営
で
き
る
都
道
府
県
は
東
京
都
し

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
財
政
調
整
基
金
の
残
高
に
も
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
緊
急
事
態
宣
言
で
知
事
へ
の
権
限
は
委
任
さ
れ
て
い

る
が
、
第
六
九
条
の
国
の
財
政
負
担
の
範
囲
は
災
害
時
と
変
わ
ら
な
い
。

政
府
は
今
だ
補
償
は
取
引
先
や
関
係
者
す
べ
て
お
よ
び
対
象
が
際
限
な
く
広
が
る
た
め
に
公
的
融
資
や
持
続
化
給
付
金
で
対
応
す
る
と

の
見
解
を
変
え
て
い
な
い
。
立
法
当
初
の
法
的
な
解
釈
に
お
い
て
も
、
学
校
、
興
行
場
な
ど
人
が
多
数
集
ま
る
施
設
は
感
染
蔓
延
の
原
因

と
な
る
、
危
険
な
事
業
は
自
粛
の
対
象
で
あ
る
、
期
間
が
一
時
的
で
あ
る
、
罰
則
な
ど
で
担
保
し
な
い
、
こ
と
か
ら
、
事
業
活
動
に
内
在

す
る
社
会
的
制
約
と
し
て
公
的
な
補
償
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
全
国
の
地
方
自
治
体
で
は
、
地
方
創
生
の
臨
時
交
付
金
を
財
源
と
し
て
活
用
で
き
る
こ
と
と
な
り
東
京
都
、
大
阪
府
に
続
き
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す
べ
て
の
対
象
地
域
で
何
ら
か
の
休
業
協
力
金
や
休
業
支
援
金
が
給
付
さ
れ
て
い
る
。
要
請
か
ら
指
示
へ
変
わ
っ
た
段
階
で
法
的
義
務
が

生
じ
る
、
す
な
わ
ち
行
政
の
処
分
で
あ
り
、
従
わ
な
け
れ
ば
違
法
と
な
る
状
態
で
、
事
業
の
内
在
的
リ
ス
ク
だ
と
し
て
補
償
を
退
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
第
六
九
条
の
財
政
負
担
も
予
防
接
種
や
埋
葬
し
か
想
定
せ
ず
、
第
四
九
条
も
知
事
が
緊
急
に
医
療
施
設

の
た
め
土
地
の
処
分
を
行
っ
た
時
の
損
失
補
償
以
外
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
国
民
感
情
か
ら
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
が
、
第
二
波
な

ど
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
、
ど
の
よ
う
な
法
体
系
が
あ
る
べ
き
か
。
今
回
の
緊
急
事
態
宣
言
を
踏
ま
え
て
議
論
は
避
け
て
通
れ
な
い
。

Ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
の
地
域
共
生
社
会
を
つ
く
る

―
感
染
症
対
策
と
地
域
包
括
ケ
ア
を
進
め
る
区
役
所
、
保
健
所
の
役
割
―

最
後
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
で
一
躍
注
目
さ
れ
た
保
健
所
の
役
割
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
二
〇
一
七
年
四
月
に
大
学
の

授
業
で
訪
問
し
た
大
阪
府
八
尾
保
健
所
（
二
〇
一
八
年
中
核
市
移
行
に
よ
り
八
尾
市
保
健
所
（
の
高
山
佳
洋
所
長
に
よ
れ
ば
公
衆
衛
生
と

は
「
地
域
社
会
の
健
康
問
題
に
対
し
て
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
技
術
と
方
法
を
も
と
に
産
官
学
、
地
域
社
会
の
総
力
を
結
集
し
て
立
ち

向
か
う
行
動
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
保
健
所
の
役
割
と
し
て

・
感
染
症
（
結
核
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
、
Ｏ

－

１
５
７
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、�
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
な
ど
（
へ
の
対
策

・
大
規
模
災
害
へ
の
備
え
、
防
ぎ
得
た
死
と
二
次
被
害
の
防
止

・
高
齢
者
、
障
が
い
者
へ
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

・
貧
困
と
疾
病
の
連
鎖
へ
の
対
策
、
健
康
格
差
の
是
正
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・
虐
待
や
自
死
な
ど
社
会
病
理
の
分
野

以
上
の
大
き
く
五
つ
の
分
野
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
ず
お
話
し
い
た
だ
い
た
の
は
、
我
々
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
利
用
し
て
い
る

国
民
皆
保
険
に
つ
い
て
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
九
月
発
刊
の
世
界
的
な
医
学
誌
「
ラ
ン
セ
ッ
ト
」
は
日
本
の
国
民
皆
保
険
五
〇
年
を
特
集

し
、
短
期
間
で
長
寿
社
会
を
実
現
し
た
要
因
、
皆
保
険
制
度
の
長
所
短
所
、
高
齢
化
に
対
応
す
る
介
護
保
険
制
度
導
入
な
ど
を
高
く
評
価

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
山
所
長
か
ら
は
、
世
界
的
な
評
価
を
受
け
る
皆
保
険
の
導
入
と
と
も
に
、
戦
後
の
国
民
病
が
結
核
、
感
染
症
か

ら
脳
卒
中
に
変
化
し
、
一
九
八
〇
年
代
で
は
が
ん
、
循
環
器
病
、
現
在
の
生
活
習
慣
病
へ
変
遷
し
て
い
る
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
た
だ

し
、
感
染
症
へ
の
警
戒
を
緩
め
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
図
５
に
示
す
よ
う
に
エ
ボ
ラ
出
血
熱
、�

Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
、�

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
な
ど
の

対
応
、
ま
た
次
の
図
６
で
示
す
よ
う
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
際
の
総
力
戦
に
つ
い
て
も
報
告
が
あ
っ
た
。
当
時
の
資
料
に
も
所
内
の
危
機
管

理
チ
ー
ム
会
議
、
防
護
服
着
脱
訓
練
、
病
院
と
の
合
同
搬
送
訓
練
な
ど
の
文
言
が
並
ん
で
い
る
。
感
染
症
、
災
害
医
療
、
高
齢
、
障
が
い
、

社
会
病
理
、
子
育
て
母
子
保
健
、
担
当
す
る
分
野
の
専
門
性
や
問
題
の
深
刻
さ
を
考
え
る
時
、
医
療
や
福
祉
、
行
政
の
関
係
機
関
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
と
し
て
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
な
部
署
で
あ
る
。

し
か
し
、
全
国
的
な
設
置
数
の
推
移
を
見
る
と
図
（
、
8
の
よ
う
に
平
成
の
時
代
な
ん
と
八
五
二
カ
所
が
四
五
二
カ
所
に
減
少
し
て
い

る
。一

方
で
厚
生
労
働
省
の
保
健
師
活
動
領
域
調
査（

11
（

の
経
年
比
較
を
行
う
と
、
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
二
二
年
（
地
方
自
治
体
に
お
け
る
常
勤

保
健
師
は
三
一
，七
六
九
人
か
ら
二
〇
一
九
年
（
令
和
元
年
（
三
五
，四
八
七
人
に
増
加
、
都
道
府
県
五
，〇
六
四
人
に
対
し
て
市
区
町
村

三
〇
，四
二
三
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
保
健
所
数
が
半
減
し
な
が
ら
、
四
，〇
〇
〇
人
近
い
人
員
が
増
え
て
い
る
。

保
健
所
数
の
減
少
の
要
因
の
一
つ
は
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
三
，二
二
九
（
一
九
九
九
年
（
か
ら
一
，七
二
七
（
二
〇
一
〇
年
（
へ
と
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図 6　大流行に備えた対策（201（ 年 4 月大阪府八尾保健所高山所長資料）

図 5　感染症の分類（201（ 年 4 月大阪府八尾保健所高山所長資料）
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図 8　都道府県以外　設置主体者別保健所数の推移
出典：全国保健所長会 http://www.phcd.jp/03/HCsuii/index.html

設置主体別保健所数の推移（都道府県以外）

図７　設置主体別保健所数の推移
出典：全国保健所長会 http://www.phcd.jp/03/HCsuii/index.html

設置主体別保健所数の推移
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市
町
村
数
が
大
き
く
減
少
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
市
に
は
都
道
府
県
が
保
健
所
を
設

置
す
る
が
、
市
町
村
の
数
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
る
。
も
う
一
点
は
、
一
九
九
四
年

地
域
保
健
法
の
改
正
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
一
〇
万
人
に
一
カ
所
必
要
と
さ
れ
た
保
健
所

は
「
二
次
医
療
圏（

11
（

ま
た
は
老
人
福
祉
圏
に
概
ね
一
致
し
た
地
域
と
す
る
」
こ
と
が
原
則

と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
そ
の
役
割
も
第
一
線
機
関
で
あ
る
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー

を
専
門
的
、
広
域
的
見
地
か
ら
指
導
す
る
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
大
き
な
時
代
背
景
と

し
て
結
核
の
対
策
が
安
定
し
、
感
染
症
の
時
代
が
終
わ
り
、
社
会
防
衛
的
な
観
点
か
ら

の
対
策
か
ら
、
国
民
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
ご
と
の
包
括
的
な
健
康
づ
く
り
を
担
う
と
さ

れ
、
身
近
な
相
談
業
務
を
行
う
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
と
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市

が
設
置
す
る
専
門
的
、
技
術
的
援
助
を
行
う
保
健
所
の
二
種
類
に
再
編
さ
れ
た
。

一
九
九
四
年
と
二
〇
一
七
年
の
比
較
だ
が
都
道
府
県
保
健
所
が
六
二
五
ヶ
所
か
ら

三
六
三
ヶ
所
、
指
定
都
市
で
一
二
四
ヶ
所
か
ら
五
三
ヶ
所
、
東
京
特
別
区
で
は
四
ヶ
所

一
か
ら
六
ヶ
所
へ
と
大
き
く
減
少
し
た
。
名
古
屋
市
は
複
数
の
保
健
所
を
持
っ
て
い
る

が
、
大
阪
市
は
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
保
健
所
は
一
カ
所
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
保
健
所

は
区
ご
と
の
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
と
再
編
さ
れ
た
。

ま
た
、「
平
成
二
四
年
度
保
健
師
中
央
会
議（

11
（

」
の
資
料
か
ら
保
健
師
の
配
置
を
分
析
す
る
と
、
常
勤
保
健
師
は
都
道
府
県
の
本
庁
部
門
で

微
増
、
保
健
所
設
置
市
に
お
い
て
は
保
健
所
以
外
の
介
護
、
国
保
、
福
祉
部
門
で
増
加
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
保
健
法
に
よ
る
保
健
所
の
機
能
の
重
点
化
と
再
編
は
、
感
染
症
対
策
が
重
点
で
は
な
く
、
母
子
、
高
齢
、
精
神
保
健

図 9 自治体別常勤保健師数
出典：2019 年度保健師活動領域調査から編集
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な
ど
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
増
員
さ
れ
た
が
、
緊
急
事
態
に
は
大
き
な
負
荷
が
か
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

す
で
に
大
阪
府
の
独
自
基
準
に
よ
る
休
業
要
請
な
ど
の
段
階
的
解
除
方
針
が
示
さ
れ
大
阪
市
も
準
じ
て
い
る
が
、
区
ご
と
の
き
め
細
か

な
対
応
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
本
来
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
区
役
所
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
区
社
会
福
祉
協
議
会
が

連
携
し
て
機
能
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
市
内
の
発
生
状
況
を
区
ご
と
の
デ
ー
タ
で
共
有
し
、
対
応
す
る
作
業
は
必
要
で
は
な

い
の
か
。
区
ご
と
の
発
生
状
況
は
い
ま
だ
に
公
表
さ
れ
な
い
。（
東
京
都
は
特
別
区
ご
と
、千
葉
市
も
区
ご
と
に
発
表
さ
れ
て
い
る
（
例
え

ば
院
内
感
染
が
起
こ
っ
た
病
院
の
近
隣
の
外
来
患
者
へ
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
提
携
施
設
へ
の
連
絡
な
ど
地
域
で
の
対
応
が
必
要
だ

が
連
携
が
で
き
て
い
な
い
場
合
に
は
問
題
が
生
じ
る
。
特
に
発
熱
し
た
利
用
者
へ
の
対
応
に
苦
労
す
る
介
護
職
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な

ど
の
第
一
線
で
働
く
人
々
に
応
え
る
体
制
が
な
い
。
そ
し
て
、
里
帰
り
出
産
を
拒
否
さ
れ
た
妊
婦
の
問
題
、
増
え
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
課
題
を
持
つ
人
々
へ
の
対
応
、
技
能
実
習
生
な
ど
の
外
国
人
労
働
者
、
外
国
籍
住
民
へ
の
支
援
や
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ

ョ
ン
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

大
阪
市
二
四
区
に
局
長
級
権
限
を
持
っ
た
区
長
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
区
ご
と
の
発
信
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
介
護
施
設
、
保
育
現

場
、
障
が
い
福
祉
現
場
の
状
況
把
握
に
努
め
、
例
え
ば
防
護
服
着
脱
の
訓
練
、
マ
ス
ク
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
の
物
資
の
調
達
な
ど
の
現

状
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
の
連
携
、
区
ご
と
の
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
歯
科
医
師
会
と
の
連
携
も
必
要
で
あ
る
。
区
長
と
保
健
所
、
地

域
の
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
業
務
と
し
て
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
感
じ
る
。

緊
急
事
態
宣
言
の
も
と
で
も
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
知
事
が
発
言
し
、
小
池
東
京
都
知
事
か
ら
も
伝
え
ら
れ

た
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
人
た
ち
へ
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
が
掲
げ
た
地
域
共
生
社
会
の
目
標
は
後
退
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
強
く
意
識
し
た
各
分
野
で
の
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ
る
。
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※
掲
載
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
〇
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。




